事務連絡
平成22年9月27日
福祉・介護人材の処遇改善事業対象法人　御中

奈良県健康福祉部障害福祉課

　自立支援給付係

福祉・介護人材の処遇改善事業助成金の適正執行等について

平素より障害保健福祉制度の円滑な実施にご協力いただき、厚く御礼申し上げます。

本助成金は、福祉・介護職員について他の業種との賃金格差をさらに縮め、介護が確固とした雇用の場としてさらに成長していけるよう緊急的・特例的に創設されたものであり、福祉・介護職員の賃金が確実に引き上げられるよう担保していくことが重要です。

このことから、
· 賃金改善の実施期間及び方法等並びに賃金改善以外の処遇改善の内容について、事業者の職員に対して周知すること。

· 福祉・介護職員の賃金改善に要する費用以外の費用に充ててはならないこと。

とされておりますので、適切にご対応いただきますようお願いいたします。

　

また、「福祉・介護人材の処遇改善事業助成金に係るキャリアパス要件等届出書の提出について」（平成22年6月15日付障福第176号）においてもご連絡しておりますとおり、平成22年10月より新たにキャリアパス要件を追加しております。届出書の提出については、平成22年9月30日（木）必着となっておりますのでご注意ください。（届出のない場合や要件を満たさない場合については、交付額が減額されます。）　　　


担当：

奈良県健康福祉部障害福祉課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 　自立支援給付係　山口

　　　　　　　　　　 TEL：０７４２－２７－８５１３

　　　　　　　　　　 FAX：０７４２－２２－１８１４
　　　　　　　　　　　　　　　　　　MAIL：yamaguchi-shinichi@office.pref.nara.lg.jp
